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研修医及び看護職員募集ツール制作業務公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

この実施要領は、国保直営総合病院君津中央病院（以下「当院」という。）が発注する研修医

及び看護職員募集ツール制作業務（以下「本業務」という。）の受注者を、公募型プロポーザル

方式により選定するため必要な事項を定めるものである。 

なお、公募にあたっては、君津中央病院企業団公告において明示することにより実施するも

のとする。 

 

２ 手続の開始 

本プロポーザルの公募にあたっては、君津中央病院企業団公告により手続を開始するものと

する。 

 

３ 業務の概要 

（１）業務名称 

研修医及び看護職員募集ツール制作業務 

（２）業務内容 

研修医募集案内パンフレット、看護職員募集案内パンフレット及び看護局ホームページ

の企画・立案・制作 

（３）履行期間 

契約締結日の翌日から令和２年３月３１日（火）まで 

ただし、看護局ホームページ制作については、令和元年１１月２９日（金）まで 

（４）業務の仕様 

別紙「仕様書」のとおり 

（５）業務費用の上限額 

4,444,000 円（消費税及び地方消費税含む。） 

 

４ 参加資格 

参加表明書等を提出する者（以下「提案者」という。）は、参加表明書類提出期限（令和元年

７月１日（月））現在において、以下の各号に掲げるすべての要件を満たす者であること。なお、

契約を締結するまでの間に、以下の各号に掲げる要件を１つでも満たさなくなった場合は、原

則として、参加資格を取り消すものとする。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定のほか、次に該当しない者 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けた日から２年間を経過しない者又は本プロポ

ーザルの公告前６ヶ月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者 

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判

所からの更生手続開始決定がされていない者 

ウ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判

所からの再生手続開始決定がされていない者 

（２）本プロポーザルの公告開始の日から最優秀提案者選定までの間に、君津中央病院企業団

指名競争入札参加資格者名簿の登載者で、「君津中央病院企業団建設工事等有資格者指名

停止措置要領」に基づく指名停止の措置を受けていない者、または、企業団指名競争入札

参加資格者名簿の登載者及び登載者以外の者で、国又は地方公共団体の指名停止措置を受

けていない者であること 

（３）仕様書に定める業務を実施することができること 
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（４）当院が指定する業務範囲のとおりの見積書が提出できること 

（５）平成２８年４月１日以降に、５００床以上の病院の職員募集に関するパンフレット及び

看護系ホームページの制作実績を有すること 

（６）暴力団ではないこと又は暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと 

 

５ プロポーザル実施手順 

（１）実施要領の周知及び配布 

令和元年６月２５日（火）から令和元年７月１日（月）まで 

（２）参加表明書類の提出 

令和元年６月２５日（火）から令和元年７月１日（月）まで 

（３）質問書の受付 

令和元年７月２日（火）から令和元年７月２日（火）まで 

（４）質問に対する回答 

令和元年７月３日（水）午後５時まで 

（５）第１次審査（参加資格審査） 

令和元年７月１日（月）から令和元年７月５日（金）まで 

（６）第１次審査結果の通知 

令和元年７月８日（月）まで 

（７）企画提案書類の提出 

令和元年７月９日（火）から令和元年７月１６日（火）午後５時まで（必着） 

（８）第２次審査（プレゼンテーション） 

令和元年７月２２日（月） 

（９）第２次審査の結果通知 

令和元年７月２４日（水）まで 

（10）契約締結 

令和元年７月下旬（予定） 

 

６ 質問及び回答 

（１）質問の提出期間 

令和元年７月２日（火）から令和元年７月２日（火）まで 

（２）質問の提出方法 

質問書【様式第６号】を作成し、電子メールにて下記のアドレスまで提出すること。また、

電子メールの件名については、「【業者名】研修医及び看護職員募集ツール制作業務公募型

プロポーザル質問書」とし、送信した旨を電話連絡すること。なお、電話、ＦＡＸ及び訪

問による質問は一切受け付けない。 

提出先：国保直営総合病院君津中央病院 事務局人事課 【dn-kakuho@kc-hosp.or.jp】 

（３）回答期日 

令和元年７月３日（水）午後５時まで 

（４）回答方法 

提出された質問及び回答は、提案者個別に対応が必要な案件を除き、君津中央病院公式ホ

ームページ上で回答する。また、質問に対する回答は実施要領又は仕様書の追加又は修正

とみなす。 

  （５）個別協議の申し出 

    看護局ホームページ制作にあたり、技術的な確認が必要な場合には、申し出により個別に

協議する。協議内容の取り扱いは、上記（４）に準じるものとする。 
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７ 審査 

（１）審査方法 

審査については、書類審査とプレゼンテーションが一体となった審査を行う。提案を踏ま

えて、下記（４）の審査項目に基づき、研修医及び看護職員募集ツール制作業務プロポー

ザル審査会（以下「審査会」という。）が審査を行う。総合的に審査のうえ、最も優れた提

案を行った者（以下「最優秀提案者」という。）及び次点者を選定する。なお、各審査員の

持ち点は１００点、各審査員の点数を合算した総合点数を５００点とし、総合点数の６割

を最低基準点とする。最低基準点に満たない者は選外とする。 

（２）第１次審査（参加資格審査） 

提出された参加表明書類をもって、書類審査を行うものとする。提出方法等については、

公告文の４に記載するとおりとする。 

（３）第２次審査（プレゼンテーション） 

ア 企画提案書類の提出 

令和元年７月１６日（火）午後５時までに到達するよう、次項イに示す提案内容につい

て、企画提案書鑑【様式第７号】を用い、Ａ４版（内容の縦書き、横書きは問わない）

で正本１部及び副本６部を作成し持参又は郵送（書留郵便に限る）にて提出する。 

イ 提案内容 

①各仕様書の内容を踏まえた提案を行うこと 

②制作費の見積額を提示すること（別紙「提出書類作成の留意事項」を参照すること） 

ウ 実施日 

令和元年７月２２日（月） 

エ 集合時間及び集合場所 

プレゼンテーションの順番は人事課による抽選で決定し、集合場所及び集合時間を併せ

て通知する。 

オ 実施時間等 

提案は２０分以内とし、質疑時間を含め１社２５分以内とする。プロジェクター機器を

使用する場合は、あらかじめ人事課へ連絡すること。使用にあたっては、電源、プロジ

ェクター及びスクリーン以外はすべて提案者側で準備する。 

また、機器の準備及び片付けは５分以内で行い、プレゼンテーションの時間には含めな

いこととする。 

（４）審査項目及び配点 

審査項目と審査員１人あたりの審査項目ごとの配点は次の表のとおりとする。 

 

審査項目 審査の視点 配点 

研修医募集案内 

パンフレット 

企画 

インパクト、キャッチーなデザインであるか ５点 

当院の特色・イメージとの整合はとれているか ５点 

研修プログラムの内容・特色は理解しやすいか ５点 

積極的な提案はできているか ５点 

構成 文字・写真・イラスト等のバランスは良いか ５点 
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看護職員募集案内 

パンフレット 

企画 

インパクト、キャッチーなデザインであるか ５点 

当院の特色・イメージとの整合はとれているか ５点 

教育研修の内容・特色は理解しやすいか ５点 

積極的な提案はできているか ５点 

構成 

文字・写真・イラスト等のバランスは良いか ５点 

ホームページとの連動はとれているか ５点 

看護局 

ホームページ 

企画 

情報を簡単に入手でき、見やすく、わかりやすいか ５点 

スマートフォン等からの閲覧に対応できているか ５点 

当院の特色・イメージとの整合はとれているか ５点 

積極的な提案はできているか ５点 

構成 

文字・写真・イラスト等のバランスは良いか ５点 

パンフレットとの連動はとれているか ５点 

信頼性 

印象 プレゼンの印象から業務を担当させる価値はあるか ５点 

見積額 提示された価格は妥当であるか １０点 

合計点数（満点） １００点 

 

（５）第２次審査結果通知 

令和元年７月２４日（水）までに参加者全員に書面にて通知する。 

 

８ 契約手続き 

（１）選定後の手続き 

 ア 最優秀提案者（以下「受注候補者」という。）の提案内容に基づき君津中央病院企業

団と受注候補者とで協議を行い、本業務の仕様書を作成する。 

 イ 企業団財務規程に定める随意契約の手続きにより、受注候補者から見積書を徴し、予

定価格の範囲内であることを確認して契約書を取り交わし、本業務の受注者とする。な

お、本契約は契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、確定しないもの

とする。 

（２）次点者の取扱い 

受注候補者との間で契約締結に至らなかった場合には、次点者との間で上記（１）の手続

きを行う。 

（３）契約保証金 

君津中央病院企業団財務規程第１０７条の規定による。 
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９ 失格事項 

次のいずれかに該当した者は失格とする。 

（１）審査の公平性を害する行為があった場合 

（２）各書類の提出方法及び提出期限に適合しない場合 

（３）虚偽の内容が記載されている場合 

（４）その他 

  提出された書類が次のいずれかに該当するときは失格とする場合がある。 

ア 様式に適合しない場合 

イ 記載すべき事項以外の内容が記載されている場合 

（５）前各事項に定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合 

 

10 その他留意事項 

（１）公告の日から受注者の選定が終了するまでの間、審査会委員及び関係職員に対する営業

活動を禁止する。 

（２）提出期限を経過したものは受け付けない。 

（３）本プロポーザルの参加に要する費用は、提案者の負担とする。 

（４）提出された参加表明書類及び企画提案書類は返却しないが、提案者の選定の用途以外に

参加者に無断で使用することはない。 

（５）参加表明書類及び企画提案書類の提出期限後の提出、差し替え、変更、再提出及び追加

については認めない。プレゼンテーションにおいて事前に提出された書類と内容を異にす

る場合もこれに該当する。 

（６）参加者は、本プロポーザルに参加したことにより知り得た事項については、許可を得な

いでこれを公表することを禁止するとともに、その秘密を他に漏らしてはならない。 

（７）提出された書類以外に、審査に必要な書類の提出を求めることがある。 

 

11 問い合わせ先 

〒２９２－８５３５ 

千葉県木更津市桜井１０１０番地 

国保直営総合病院君津中央病院 事務局人事課 立川・原 

電話０４３８－３６－１０７１ ＦＡＸ０４３８－３６－３８６７ 

E-mail：dn-kakuho@kc-hosp.or.jp 

 


